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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づいて機関バルブのバルブ特
性値を変更する変更機構と、前記変更機構を駆動して機関バルブのバルブ特性値をその目
標値に制御する制御手段とを有する内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記制御手段は、機関回転速度を含む複数の機関制御値に基づいて前記バルブ特性値の
目標値を算出するための演算用マップとして、第１のマップと、機関回転速度が低回転域
にあるとき、機関制御値の変化に対応するバルブ特性値の変更量が前記第１のマップと比
較して小さく設定された第２のマップとを記憶する記憶手段と、作動油の温度を検出する
検出手段とを含み、
　前記検出される作動油の温度が相対的に高いときに前記演算用マップを前記第１のマッ
プから前記第２のマップに切り替える
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項２】
　機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づいて機関バルブのバルブ特
性値を変更する変更機構と、前記変更機構を駆動して機関バルブのバルブ特性値をその目
標値に制御する制御手段とを有する内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記制御手段は、機関制御値に基づいて前記バルブ特性値の目標値を算出するための演
算用マップとして、第１のマップと、機関制御値の変化に対応するバルブ特性値の変更量
が前記第１のマップと比較して小さく設定された第２のマップとを記憶する記憶手段と、
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作動油の温度を検出する検出手段とを含み、
　機関回転速度が低回転域にあり且つ前記検出される作動油の温度が相対的に高いときに
前記演算用マップを前記第１のマップから前記第２のマップに切り替える
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項３】
　機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づいて機関バルブのバルブ特
性値を変更する変更機構と、前記変更機構を駆動して機関バルブのバルブ特性値を変更す
る制御手段とを有する内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記制御手段は、作動油の温度を検出する検出手段を含むものであり、機関制御値に基
づいてバルブ特性値を変更するものであり、機関回転速度が低回転域にあるとき且つ作動
油の温度が相対的に高いときには、機関回転速度が低回転域にあるとき且つ作動油の温度
が相対的に低いときに比べて、機関制御値の変化に対するバルブ特性値の変更量を小さく
するものである
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記制御手段は前記検出される作動油の温度が相対的に高くなるほど前記変更量が小さ
くなるようにこれを制限する
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記制御手段は機関回転速度が相対的に低いときほど前記変更量が小さくなるようにこ
れを制限する
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記検出手段は機関冷却水温及び直近の所定期間での吸入空気量積算値の少なくとも一
方に基づいて作動油の温度を推定することによりこれを検出する
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項７】
　作動油の油圧により駆動して吸気バルブのバルブタイミングを変更する変更機構と、同
変更機構に作動油を供給する機関駆動式の油圧ポンプとを含む内燃機関のバルブ特性制御
装置において、
　前記変更機構により変更することのできるバルブタイミングの範囲を制御範囲とし、同
制御範囲内において最も進角量の小さいバルブタイミングをバルブタイミングＴ１とし、
低回転域内にある所定の機関回転速度を機関回転速度ＮＡとし、低回転域内にあり且つ機
関回転速度ＮＡよりも大きい機関回転速度を機関回転速度ＮＢとして、
　機関回転速度が機関回転速度ＮＡのとき且つ作動油の温度が相対的に低いとき、バルブ
タイミングをバルブタイミングＴ１に設定し、
　機関回転速度が機関回転速度ＮＡのとき且つ作動油の温度が相対的に高いとき、バルブ
タイミングをバルブタイミングＴ１に設定し、
　機関回転速度が機関回転速度ＮＢのとき且つ作動油の温度が相対的に低いとき、バルブ
タイミングを制御範囲内においてバルブタイミングＴ１よりも進角側にあるバルブタイミ
ングＴ３に設定し、
　機関回転速度が機関回転速度ＮＢのとき且つ作動油の温度が相対的に高いとき、バルブ
タイミングを制御範囲内においてバルブタイミングＴ１とバルブタイミングＴ３との間に
あるバルブタイミングＴ２に設定する
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
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　低回転域よりも高回転側の機関回転域内にある所定の機関回転速度を機関回転速度ＮＣ
として、
　機関回転速度が機関回転速度ＮＣのとき且つ作動油の温度が相対的に低いとき、バルブ
タイミングをバルブタイミングＴ３に設定し、
　機関回転速度が機関回転速度ＮＣのとき且つ作動油の温度が相対的に高いとき、バルブ
タイミングをバルブタイミングＴ３に設定する
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項９】
　作動油の油圧により駆動して吸気バルブのバルブタイミングを変更する変更機構と、同
変更機構に作動油を供給する機関駆動式の油圧ポンプとを含む内燃機関のバルブ特性制御
装置において、
　前記変更機構により変更することのできるバルブタイミングの範囲を制御範囲とし、同
制御範囲内において最も進角量の小さいバルブタイミングをバルブタイミングＴ１とし、
低回転域内にあるアイドル運転時の機関回転速度を機関回転速度ＮＸとし、低回転域内に
あり且つ機関回転速度ＮＸよりも大きい機関回転速度を機関回転速度ＮＹとし、低回転域
内にあり且つ機関回転速度ＮＹよりも大きい機関回転速度を機関回転速度ＮＺとして、
　作動油の温度が相対的に低いときには、機関回転速度ＮＸから機関回転速度ＮＹまでの
機関回転域においてバルブタイミングをバルブタイミングＴ１に維持し、機関回転速度Ｎ
Ｙよりも高速側の機関回転域においてバルブタイミングをバルブタイミングＴ１よりも進
角側のバルブタイミングに設定し、
　作動油の温度が相対的に高いときには、機関回転速度ＮＸから機関回転速度ＮＺまでの
機関回転域においてバルブタイミングをバルブタイミングＴ１に維持し、機関回転速度Ｎ
Ｚよりも高速側の機関回転域においてバルブタイミングをバルブタイミングＴ１よりも進
角側のバルブタイミングに設定する
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
　前記内燃機関は、変速比を連続的に変更する無段変速機を介してその駆動力を車両駆動
系に伝達するものである
　ことを特徴とする内燃機関のバルブ特性制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づいて機関バル
ブのバルブ特性値を変更する変更機構を備えた内燃機関のバルブ特性制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の車両に搭載される内燃機関には、吸気バルブや排気バルブのバルブ特性値を変更
するバルブ特性変更機構が搭載されることが多い。例えば特許文献１には、吸気バルブ及
び排気バルブの開閉時期、いわゆるバルブタイミングを変更するバルブタイミング変更機
構を搭載する内燃機関が記載されている。図１０に示されるように、このバルブタイミン
グ変更機構１は、図示しないタイミングベルトを介し、内燃機関の出力軸と同期して回転
するプーリ２と、カムシャフト３に一体回転可能に連結されたロータ４とを相対回転可能
に組み合わせることによって構成されている。尚、図１０においてプーリ２の回転方向を
矢印にて示す。ロータ４には、その中心から径方向に突出する複数のベーン５がそれぞれ
形成されている。一方、プーリ２にはそれらベーン５をそれぞれ収容する複数の凹部６が
設けられている。図１０に示されるように、これら凹部６は、各ベーン５よりもプーリ２
の回転方向と反対側に位置する進角用油圧室７と回転方向と同側に位置する遅角用油圧室
８とにそれぞれ区画されている。
【０００３】
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　このように構成されたバルブタイミング変更機構１にあっては、進角用油圧室７及び遅
角用油圧室８に供給される作動油の油圧を調整することにより、プーリ２に対するロータ
４及びカムシャフト３の相対位相αを変更することができる。その結果、機関出力軸の回
転に伴うカムシャフト３の回転位相を図１０に破線矢印で示されるように進角側又は遅角
側に変更することにより、吸気バルブや排気バルブのバルブタイミングを機関運転状態に
応じた適切なタイミングに変更することができる。そして、このようにバルブタイミング
を変更することにより、機関出力や燃費の向上を図ることができるようになる。
【特許文献１】特開平９‐３２４６１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述したバルブタイミング変更機構１は機関出力軸の回転力を利用して駆動
される機関駆動式の油圧ポンプから供給される油圧によって駆動される。このため、機関
低回転時には油圧ポンプから吐出される作動油の量が減少し、各油圧室７，８に供給され
る油圧が低下するようになる。更に作動油の油温が高い場合には作動油の粘性が低下する
ため、機関各部からの作動油の漏出量が増加する。その結果、油圧ポンプから供給される
作動油の油圧が更に低下し、バルブタイミング変更機構１に対する作動油の供給油圧が不
足するおそれがある。
【０００５】
　このように作動油の供給油圧が不足すると、バルブタイミング変更機構１の作動応答性
が低下し、相対位相αの目標値の変化に追従するようにその実際値を変更することができ
なくなるため、ハンチングが発生するようになる。その結果、機関運転状態が不安定にな
り、機関出力や燃費等の機関性能がかえって低下するといった不都合が生じることがある
。
【０００６】
　尚、こうした作動油の供給油圧が不足することによる不都合は、上述したようなバルブ
タイミング変更機構のみならず、機関駆動式の油圧ポンプから供給される油圧によって作
動するその他のバルブ特性変更装置にあっても、概ね共通するものである。
【０００７】
　この発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、不十分な作動油の油圧
に基づいてバルブ特性変更機構を駆動することに起因するバルブ特性値のハンチング等、
バルブ特性値を制御する際の制御不安定化を抑制することのできる内燃機関のバルブ特性
制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について記載する。
　請求項１に記載の発明は、機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づ
いて機関バルブのバルブ特性値を変更する変更機構と、前記変更機構を駆動して機関バル
ブのバルブ特性値をその目標値に制御する制御手段とを有する内燃機関のバルブ特性制御
装置において、前記制御手段は、機関回転速度を含む複数の機関制御値に基づいて前記バ
ルブ特性値の目標値を算出するための演算用マップとして、第１のマップと、機関回転速
度が低回転域にあるとき、機関制御値の変化に対応するバルブ特性値の変更量が前記第１
のマップと比較して小さく設定された第２のマップとを記憶する記憶手段と、作動油の温
度を検出する検出手段とを含み、前記検出される作動油の温度が相対的に高いときに前記
演算用マップを前記第１のマップから前記第２のマップに切り替えることをその要旨とす
る。
【０００９】
　同構成にあっては、作動油の温度が上昇してその粘性が低下し、作動油が供給される各
部位における作動油の漏出量が多くなっているために、変更機構に対して供給される作動
油について十分な油圧が確保できない場合には、バルブ特性値の目標値を設定する際の演
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算用マップが、第１のマップから機関回転速度が低回転域にあるとき機関制御値の変化に
対応するバルブ特性値の変更量が第１のマップと比較して小さく設定された第２のマップ
に切り替えられる。従って、機関回転速度が低回転域にあり油圧ポンプから十分な量の作
動油が吐出できないときに、変更機構を駆動してバルブ特性を変更する際の変更量が制限
されるようになり、不十分な作動油の油圧に基づいて変更機構を駆動することに起因する
バルブ特性値のハンチング等、バルブ特性値を制御する際の制御不安定化を抑制すること
ができるようになる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づ
いて機関バルブのバルブ特性値を変更する変更機構と、前記変更機構を駆動して機関バル
ブのバルブ特性値をその目標値に制御する制御手段とを有する内燃機関のバルブ特性制御
装置において、前記制御手段は、機関制御値に基づいて前記バルブ特性値の目標値を算出
するための演算用マップとして、第１のマップと、機関制御値の変化に対応するバルブ特
性値の変更量が前記第１のマップと比較して小さく設定された第２のマップとを記憶する
記憶手段と、作動油の温度を検出する検出手段とを含み、機関回転速度が低回転域にあり
且つ前記検出される作動油の温度が相対的に高いときに前記演算用マップを前記第１のマ
ップから前記第２のマップに切り替えることをその要旨とする。
【００１１】
　同構成によれば、作動油の温度が上昇してその粘性が低下し、作動油が供給される各部
位における作動油の漏出量が多くなっており、更に機関回転速度が低いために油圧ポンプ
から吐出される作動油の量も相対的に少ないために、変更機構に対して供給される作動油
について十分な油圧が確保できない場合には、バルブ特性値の目標値を設定する際の演算
用マップが第１のマップから第２のマップに切り替えられる。従って、変更機構を駆動し
てバルブ特性を変更する際の変更量が制限されるようになり、不十分な作動油の油圧に基
づいて変更機構を駆動することに起因するバルブ特性値のハンチング等、バルブ特性値を
制御する際の制御不安定化を抑制することができるようになる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、機関駆動式の油圧ポンプから供給される作動油の油圧に基づ
いて機関バルブのバルブ特性値を変更する変更機構と、前記変更機構を駆動して機関バル
ブのバルブ特性値を変更する制御手段とを有する内燃機関のバルブ特性制御装置において
、前記制御手段は、作動油の温度を検出する検出手段を含むものであり、機関制御値に基
づいてバルブ特性値を変更するものであり、機関回転速度が低回転域にあるとき且つ作動
油の温度が相対的に高いときには、機関回転速度が低回転域にあるとき且つ作動油の温度
が相対的に低いときに比べて、機関制御値の変化に対するバルブ特性値の変更量を小さく
するものであることをその要旨とする。
【００１３】
　同構成によれば、機関回転速度が低いために油圧ポンプから吐出される作動油の量が相
対的に少なく、更に作動油の温度が上昇してその粘性が低下し、作動油が供給される各部
位における作動油の漏出量が多くなっているために、変更機構に対して供給される作動油
について十分な油圧が確保できない場合には、変更機構を駆動してバルブ特性を変更する
際の変更量が制限されるようになり、不十分な作動油の油圧に基づいて変更機構を駆動す
ることに起因するバルブ特性値のハンチング等、バルブ特性値を制御する際の制御不安定
化を抑制することができるようになる。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
前記制御手段は前記検出される作動油の温度が相対的に高くなるほど前記変更量が小さく
なるようにこれを制限することをその要旨とする。
【００１５】
　同構成によれば、作動油の粘性が低下して作動油が供給される各部位における漏出量、
換言すれば、変更機構における作動油油圧の不足度合に即した態様をもってバルブ特性値
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の変更量を設定することができるため、同バルブ特性値を制御する際の制御不安定化を一
層好適に抑制することができるようになる。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項３又は請求項４に記載の内燃機関のバルブ特性制御装
置において、前記制御手段は機関回転速度が相対的に低いときほど前記変更量が小さくな
るようにこれを制限することをその要旨とする。
【００１７】
　同構成によれば、油圧ポンプから吐出される作動油の量、換言すれば、変更機構におけ
る作動油油圧の不足度合に即した態様をもってバルブ特性値の変更量を設定することがで
きるため、同バルブ特性値を制御する際の制御不安定化を一層好適に抑制することができ
るようになる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の内燃機関のバルブ特性
制御装置において、前記検出手段は機関冷却水温及び直近の所定期間での吸入空気量積算
値の少なくとも一方に基づいて作動油の温度を推定することによりこれを検出することを
その要旨とする。
【００１９】
　具体的には、請求項６に記載の発明によるように、検出手段は機関冷却水温を作動油の
温度の相関値として用い、同機関冷却水温が高いときに作動油の温度が高い旨を推定する
構成を採用することができる。また、内燃機関の温度は燃焼熱によって変動するが、この
燃焼熱は機関吸入空気量に応じてその大きさが変化するため、直近の所定期間における機
関吸入空気量の積算値を作動油の温度の相関値として用い、その積算値が大きいときに作
動油の温度が高い旨を推定する構成を採用することもできる。
【００２０】
　更にここで、作動油が燃焼室内で往復動する機関ピストンの潤滑に供せられるなど、作
動油温が燃焼室の温度と高い相関をもって変化する場合は、作動油温がそのときどきの機
関燃焼状態に応じて敏感に変動するようになる。従ってこのような場合には、機関冷却水
温及び直近の所定期間での吸入空気量積算値の双方を作動油の温度の相関値として用い、
作動油の温度を推定する構成を採用ことが望ましい。即ち、機関冷却水温は内燃機関全体
の平均的な温度と高い相関を有して変化する一方、機関吸入空気量の積算値は専ら燃焼室
近傍の局所的な温度変化と高い相関を有して変化する傾向があるため、上記構成によれば
、機関吸入空気量の積算値及び機関冷却水温の双方を参照することにより、こうした傾向
を反映した態様をもって作動油温をより正確に推定することができるようになる。尚、こ
こで、上記吸入空気量積算値には、これと高い相関を有して変化する機関制御量である燃
料噴射量積算値をも含むものとする。
【００２１】
　請求項７に記載の発明は、作動油の油圧により駆動して吸気バルブのバルブタイミング
を変更する変更機構と、同変更機構に作動油を供給する機関駆動式の油圧ポンプとを含む
内燃機関のバルブ特性制御装置において、前記変更機構により変更することのできるバル
ブタイミングの範囲を制御範囲とし、同制御範囲内において最も進角量の小さいバルブタ
イミングをバルブタイミングＴ１とし、低回転域内にある所定の機関回転速度を機関回転
速度ＮＡとし、低回転域内にあり且つ機関回転速度ＮＡよりも大きい機関回転速度を機関
回転速度ＮＢとして、機関回転速度が機関回転速度ＮＡのとき且つ作動油の温度が相対的
に低いとき、バルブタイミングをバルブタイミングＴ１に設定し、機関回転速度が機関回
転速度ＮＡのとき且つ作動油の温度が相対的に高いとき、バルブタイミングをバルブタイ
ミングＴ１に設定し、機関回転速度が機関回転速度ＮＢのとき且つ作動油の温度が相対的
に低いとき、バルブタイミングを制御範囲内においてバルブタイミングＴ１よりも進角側
にあるバルブタイミングＴ３に設定し、機関回転速度が機関回転速度ＮＢのとき且つ作動
油の温度が相対的に高いとき、バルブタイミングを制御範囲内においてバルブタイミング
Ｔ１とバルブタイミングＴ３との間にあるバルブタイミングＴ２に設定することをその要
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旨とする。
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の内燃機関のバルブ特性制御装置において、
低回転域よりも高回転側の機関回転域内にある所定の機関回転速度を機関回転速度ＮＣと
して、機関回転速度が機関回転速度ＮＣのとき且つ作動油の温度が相対的に低いとき、バ
ルブタイミングをバルブタイミングＴ３に設定し、機関回転速度が機関回転速度ＮＣのと
き且つ作動油の温度が相対的に高いとき、バルブタイミングをバルブタイミングＴ３に設
定することをその要旨とする。
　請求項９に記載の発明は、作動油の油圧により駆動して吸気バルブのバルブタイミング
を変更する変更機構と、同変更機構に作動油を供給する機関駆動式の油圧ポンプとを含む
内燃機関のバルブ特性制御装置において、前記変更機構により変更することのできるバル
ブタイミングの範囲を制御範囲とし、同制御範囲内において最も進角量の小さいバルブタ
イミングをバルブタイミングＴ１とし、低回転域内にあるアイドル運転時の機関回転速度
を機関回転速度ＮＸとし、低回転域内にあり且つ機関回転速度ＮＸよりも大きい機関回転
速度を機関回転速度ＮＹとし、低回転域内にあり且つ機関回転速度ＮＹよりも大きい機関
回転速度を機関回転速度ＮＺとして、作動油の温度が相対的に低いときには、機関回転速
度ＮＸから機関回転速度ＮＹまでの機関回転域においてバルブタイミングをバルブタイミ
ングＴ１に維持し、機関回転速度ＮＹよりも高速側の機関回転域においてバルブタイミン
グをバルブタイミングＴ１よりも進角側のバルブタイミングに設定し、作動油の温度が相
対的に高いときには、機関回転速度ＮＸから機関回転速度ＮＺまでの機関回転域において
バルブタイミングをバルブタイミングＴ１に維持し、機関回転速度ＮＺよりも高速側の機
関回転域においてバルブタイミングをバルブタイミングＴ１よりも進角側のバルブタイミ
ングに設定することをその要旨とする。
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の内燃機関のバルブ特
性制御装置において、前記内燃機関は変速比を連続的に変更する無段変速機を介してその
駆動力を車両駆動系に伝達するものであることをその要旨とする。
【００２２】
　一般に、無段変速機を搭載する車両では、燃料消費率が最適となる目標回転速度近傍に
機関回転速度が維持されるため、自ずと機関運転領域として低回転域が多用されることと
なる。このため、例えば作動油が経時劣化によりその粘度が低下した状態にあり、同作動
油が供給される部位での漏出量が増大している状況の下、機関運転状態が長期間にわたっ
て低負荷運転状態に維持されると、バルブ特性変更装置における作動油の供給油圧がこれ
を適切に作動させるための油圧よりも低下してしまうことがある。そしてこのように作動
油の供給油圧が不足する結果、バルブ特性変更装置の作動応答性が低下する、ハンチング
が発生する等して機関運転状態が不安定になり、ドライバビリティが低下する、或いは機
関出力や燃費等の機関性能がかえって低下するといった不都合が生じることとなる。この
ため、こうした不都合の発生が懸念される無段変速機を搭載した車両にあっては、請求項
１０に記載の発明によるように、請求項１～９のいずれか一項に記載の発明を適用するこ
とが望ましい。
【００２３】
　尚、本明細書において、「バルブ特性値」とは、吸気バルブや排気バルブの開時期、閉
時期、最大リフト量、開弁期間、バルブオーバラップ量、更にはそれらの組み合わせを含
む概念であると定義する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
（第１の実施形態）
　以下、この発明にかかる内燃機関のバルブ特性制御装置をバルブタイミング変更機構の
制御装置に具体化した第１の実施形態について図１～図６を参照して説明する。図１は、
本実施形態にかかる制御装置を搭載した車両の概略構成を示す模式図である。
【００２５】
　図１に示されるようにエンジン１０の出力軸１１は、変速比を連続的に変更する無段変
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速機２０と連結されており、エンジン１０の駆動力は無段変速機２０に入力される。無段
変速機２０の出力側は、ディファレンシャルギア２１に連結されており、エンジン１０の
駆動力はこれら無段変速機２０、ディファレンシャルギア２１を介して左右の車輪２２Ｌ
，２２Ｒに伝達される。
【００２６】
　また、エンジン１０には、図示しない吸気バルブのバルブタイミングを変更するバルブ
タイミング変更機構３０が搭載されている。バルブタイミング変更機構３０には、エンジ
ン１０の出力軸１１と連結され、同出力軸の回転力によって駆動する機関駆動式のオイル
ポンプ４０によって作動油が供給される。
【００２７】
　オイルポンプ４０は、オイルパン４１に貯留された作動油を出力軸１１の回転に基づい
てバルブタイミング変更機構３０及び潤滑油として機関各摺動部へと供給する。バルブタ
イミング変更機構３０は、オイルポンプ４０から供給される作動油の油圧に基づいてバル
ブタイミングを変更する。バルブタイミング変更機構３０の供給油圧の制御は、バルブタ
イミング変更機構３０とオイルポンプ４０との間に設けられたオイルコントロールバルブ
４２を通じて行われる。このオイルコントロールバルブ４２は、電子制御装置５０からの
制御信号に基づいて作動する。
【００２８】
　電子制御装置５０は、後述する各種センサの検出値に基づいて各種演算を行う制御部５
１と、同制御部５１が各種演算を行う際に参照する演算マップや各種演算プログラムが記
憶された記憶部５２とを含んで構成されている。
【００２９】
　電子制御装置５０には、上記各種センサとして、例えば、機関冷却水温ＴＨＷを検出す
る水温センサ６０、機関回転速度ＮＥを検出するクランクポジションセンサ６１、エンジ
ン１０の吸入空気量ＧＡを検出するエアフロメータ６２等が接続されている。電子制御装
置５０は、これら各種センサ６０～６２の検出値を取り込み、機関運転状態に適したバル
ブタイミングとなるようにオイルコントロールバルブ４２を通じてバルブタイミング変更
機構３０に対する作動油の給排を制御する。
【００３０】
　以下、図２を参照してバルブタイミング変更機構３０の構成を詳しく説明する。図２は
吸気バルブのバルブタイミングを変更する吸気側のバルブタイミング変更機構３０の一部
断面斜視図である。
【００３１】
　同図２に示されるように、バルブタイミング変更機構３０は、吸気バルブを開閉させる
吸気カム１２ａが配設された吸気カムシャフト１２の一端に配設されている。
　バルブタイミング変更機構３０は、エンジン１０の出力軸１１と同期して回転するプー
リ３１と、吸気カムシャフト１２と一体回転可能に連結されたロータ３２とを相対回転可
能に組み合わせることによって構成されている。プーリ３１は、タイミングベルト１３を
介してエンジン１０の出力軸１１と駆動連結され、出力軸１１と同期して回転する。尚、
このプーリ３１の回転方向を図２に矢印で示す。
【００３２】
　プーリ３１には、ロータ３２を収容する円筒状のハウジング３３が形成されている。ロ
ータ３２の外周にはその径方向に延びる複数（図２では４つ）のベーン３２ａが形成され
ており、ハウジング３３の内周にはそれらベーン３２ａをそれぞれ収容する複数の凹部３
３ａが形成されている。図２に示されるように各凹部３３ａは、収容されたベーン３２ａ
によりその回転方向と反対側に位置する進角用油圧室３４と同側に位置する遅角用油圧室
３５とに区画されている。
【００３３】
　このように構成されたバルブタイミング変更機構３０にあっては、上述したオイルコン
トロールバルブ４２を通じて進角用油圧室３４、遅角用油圧室３５内の油圧が制御される
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ことにより、吸気バルブのバルブタイミングが変更されることとなる。
【００３４】
　具体的には、進角用油圧室３４内の油圧を増大させるとともに遅角用油圧室３５内の油
圧を減少させることにより、ロータ３２がプーリ３１の回転方向と同方向に相対回転する
。その結果、ロータ３２と連結された吸気カムシャフト１２が図２に破線矢印で示される
進角側に回転し、出力軸１１の回転位相に対する吸気カム１２ａの相対位相が変更されて
バルブタイミングが進角される。
【００３５】
　一方、遅角用油圧室３５内の油圧を増大させるとともに進角用油圧室３４内の油圧を減
少させた場合には、ロータ３２がプーリ３１の回転方向と逆方向に相対回転する。その結
果、吸気カムシャフト１２が図２に破線矢印で示される遅角側に回転し、出力軸１１の回
転位相に対する吸気カム１２ａの相対位相が変更されてバルブタイミングが遅角されるよ
うになる。
【００３６】
　尚、進角用油圧室３４の容積が最小の状態のとき、換言すれば吸気カムシャフト１２が
最遅角位置にあるとき、吸気バルブと排気バルブのオーバラップがなくなるようにそれら
各バルブの開閉時期が設定されている。
【００３７】
　そして、機関運転状態に応じて吸気バルブの進角量を調節することによって開弁、閉弁
時期や吸気バルブと排気バルブのバルブオーバラップ等を変更する。
　具体的には、機関始動時やアイドル運転時等の低回転・低負荷域では、吸気バルブと排
気バルブのバルブオーバラップ量をなくし、排気が吸気ポート及びシリンダ内へ吹き返す
量を抑制することによって燃焼の安定化を図るようにしている。一方で発進加速時等の中
負荷域では、吸気バルブを進角させることによりバルブオーバラップを大きくし、ポンピ
ングロスの低減と、内部ＥＧＲ率を高めてエミッションの低減とを図るようにしている。
【００３８】
　以下、図３を参照してバルブタイミング変更処理の流れを説明する。尚、図３に示され
る処理は、機関運転中に電子制御装置５０の制御部５１により所定の周期で繰り返し実行
される。
【００３９】
　まず、ステップＳ１００において、作動油の油温ＴＨＯが推定される。作動油の油温Ｔ
ＨＯは、水温センサ６０によって検出された機関冷却水温ＴＨＷ及びエアフロメータ６２
によって検出された吸入空気量ＧＡの直近の所定期間における積算値ΣＧＡに基づいて推
定される。
【００４０】
　具体的には、電子制御装置５０の記憶部５２には図４に示されるような演算用のマップ
が記憶されており、この演算用のマップを参照して、油温ＴＨＯが推定される。このマッ
プは、予め行った実験等の結果に基づいて機関冷却水温ＴＨＷが高いときほど、吸入空気
量ＧＡの積算値ΣＧＡの値が大きいほど推定される油温ＴＨＯの値が大きくなるように設
定されている。
【００４１】
　このステップＳ１００において油温ＴＨＯが推定されると、ステップＳ１１０へと進み
、推定された油温ＴＨＯと基準油温ＴＨＯｓｔとが比較され、油温ＴＨＯが基準油温ＴＨ
Ｏｓｔ以下であるか否かが判定される。
【００４２】
　尚、この基準油温ＴＨＯｓｔは、作動油の油温ＴＨＯの上昇に伴う粘性の低下によって
、バルブタイミング変更機構３０の供給油圧が不足する傾向にあることを判定することの
できる油温として予め行った実験等の結果に基づいて設定されている。
【００４３】
　そしてステップＳ１１０において、推定された油温ＴＨＯが基準油温ＴＨＯｓｔ以下で
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ある旨判定された場合（ステップＳ１１０：ＹＥＳ）、即ちバルブタイミング変更機構３
０の供給油圧が十分に確保できる状態である旨判定された場合には、ステップＳ１２０へ
と進み、第１のマップ（以下、「目標進角量演算マップ」という）を参照して目標進角量
θｔｒｇが算出される。この目標進角量演算マップには、機関回転速度ＮＥと負荷率ＫＬ
とから推定される機関運転状態に適した吸気バルブの目標進角量θｔｒｇが予め行った実
験等の結果に基づいて設定されおり、電子制御装置５０の記憶部５２に記憶されている。
尚、エンジン１０の負荷率ＫＬは、全負荷に対する現在の負荷の割合であり、一回の吸気
行程における吸入空気量ＧＡに基づいて算出される。
【００４４】
　ステップＳ１２０では、図５に示される目標進角量演算マップを参照することにより、
例えばアイドル運転時のように低回転・低負荷の状態（点Ｐ１：機関回転速度ＮＥ＝ｎ１
，負荷率ＫＬ＝ｋ１）にあっては、上述したようにバルブオーバラップ量をなくすべく、
目標進角量θｔｒｇとして「０°ＣＡ」が算出される。一方、発進加速時等の中負荷の状
態（点Ｐ２：機関回転速度ＮＥ＝ｎ２，負荷率ＫＬ＝ｋ２），（点Ｐ：３機関回転速度Ｎ
Ｅ＝ｎ３，負荷率ＫＬ＝ｋ２）にあっては、上述したようにバルブオーバラップ量を大き
くすべく、目標進角量θｔｒｇとして「４０°ＣＡ」が算出される。
【００４５】
　このようにしてステップＳ１２０を通じて目標進角量θｔｒｇが算出されると、ステッ
プＳ１３０へと進み、実際の進角量θを目標進角量θｔｒｇに一致させるようにオイルコ
ントロールバルブ４２が制御されバルブタイミング変更機構３０が駆動される。
【００４６】
　ステップＳ１３０を通じてバルブタイミング変更機構３０が駆動され、実際の進角量θ
と目標進角量θｔｒｇとの偏差が所定量以下になるとこの処理は一旦終了される。
　一方、ステップＳ１１０において、推定された油温ＴＨＯが基準油温ＴＨＯｓｔよりも
高い旨判定された場合（ステップＳ１１０：ＮＯ）、即ちバルブタイミング変更機構３０
の供給油圧が不足する状態にある旨判定された場合には、ステップＳ１２５へと進み、目
標進角量演算マップに替えて図６に示される第２のマップ（以下、「高油温時用マップ」
という）を参照して目標進角量θｔｒｇが算出される。
【００４７】
　この高油温時用マップは、図５に示される目標進角量演算マップと同様に機関回転速度
ＮＥと負荷率ＫＬとに基づいて目標進角量θｔｒｇを算出するものであるが、目標進角量
演算マップと比較して低回転域における目標進角量θｔｒｇが小さくなるようにその特性
が設定されている。この高油温時用マップも目標進角量演算マップと同様、電子制御装置
５０の記憶部５２に記憶されている。
【００４８】
　具体的には、図６に示される高油温時用マップを参照することによりアイドル運転時の
ように低回転・低負荷状態（点Ｐ１：機関回転速度ＮＥ＝ｋ１，負荷率ＫＬ＝ｋ１）にあ
っては、ステップＳ１２０で参照した図５に示される目標進角量演算マップと同様に、目
標進角量θｔｒｇとして「０°ＣＡ」が算出される。一方、発進加速時等の中負荷・低回
転状態（点Ｐ２：機関回転速度ＮＥ＝ｎ２，負荷率ＫＬ＝ｋ２）にあっては、目標進角量
θｔｒｇとしてステップＳ１２０で参照した目標進角量演算マップによる算出結果「４０
°ＣＡ」よりも小さな「１０°ＣＡ」が算出される。また、中負荷域であっても、機関回
転速度ＮＥが大きな状態（点Ｐ３：機関回転速度ＮＥ＝ｎ３，負荷率ＫＬ＝ｋ２）にあっ
ては、目標進角量θｔｒｇとしてステップＳ１２０で参照した目標進角量演算マップによ
る算出結果と同様に「４０°ＣＡ」が算出される。
【００４９】
　このステップＳ１２５を通じて目標進角量θｔｒｇが算出されると、ステップＳ１３０
へと進み、実際の進角量θを目標進角量θｔｒｇと一致させるようにオイルコントロール
バルブ４２が制御され、バルブタイミング変更機構３０が駆動される。ステップＳ１３０
を通じてバルブタイミング変更機構３０が駆動され実際の進角量θと目標進角量θｔｒｇ
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との偏差が所定量以下になるとこの処理は一旦終了される。
【００５０】
　上記一連の処理（ステップＳ１００～ステップＳ１３０）が所定の周期で繰り返される
ことにより、作動油の油温ＴＨＯに基づいて目標進角量θｔｒｇを設定する際に参照する
演算マップを切り替えながら、吸気バルブのバルブタイミングが変更されることとなる。
【００５１】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
　（１）作動油の油温ＴＨＯが基準油温ＴＨＯｓｔよりも高いことに基づいてバルブタイ
ミング変更機構３０に対する供給油圧が不足しやすい状態である旨判定された場合には、
演算マップが、通常の目標進角量演算マップと比較して低回転域における目標進角量θｔ
ｒｇが小さくなるようにその特性が設定されている高油温時用マップに切り替えられる。
従って、機関回転速度ＮＥが低回転域にありオイルポンプ４０から十分な量の作動油が吐
出できないときに、バルブタイミング変更機構３０を駆動してバルブタイミングを変更す
る際の変更量が制限されるようになり、不十分な作動油の油圧に基づいてバルブタイミン
グ変更機構３０を駆動することに起因するハンチング等、バルブタイミングを制御する際
の制御不安定化を抑制することができるようになる。
【００５２】
　（２）上記実施形態では、作動油の油温ＴＨＯを推定する手段として、機関冷却水温Ｔ
ＨＷと直近の所定期間における吸入空気量ＧＡの積算値ΣＧＡを作動油の温度の相関値と
して用いている。機関冷却水温ＴＨＷはエンジン１０全体の平均的な温度と高い相関を有
して変化する一方、吸入空気量ＧＡの積算値ΣＧＡは専ら燃焼室近傍の局所的な温度変化
と高い相関を有して変化する傾向がある。そのため、上記実施形態のように吸入空気量Ｇ
Ａの積算値ΣＧＡ及び機関冷却水温ＴＨＷの双方を参照することにより、こうした傾向を
反映した態様をもって作動油温をより正確に推定することができるようになる。
【００５３】
　（３）上記実施形態のように無段変速機２０を搭載する車両では、燃料消費率が最適と
なる目標回転速度近傍に機関回転速度ＮＥが維持されるため、自ずと機関運転領域として
低回転域が多用されることとなる。このため、例えば作動油が経時劣化によりその粘度が
低下した状態にあり、同作動油が供給される部位での漏出量が増大している状況の下、機
関運転状態が長期間にわたって低負荷運転状態に維持されると、バルブタイミング変更機
構３０における作動油の供給油圧がこれを適切に作動させるための油圧よりも低下してし
まうことがある。そしてこのように作動油の供給油圧が不足する結果、バルブタイミング
変更機構３０の作動応答性が低下する、ハンチングが発生する等して機関運転状態が不安
定になり、ドライバビリティが低下する、或いは機関出力や燃費等の機関性能がかえって
低下するといった不都合が生じることとなる。上記実施形態によれば、こうした作動油の
供給油圧が不足しやすい状態にある場合には、低回転域におけるバルブタイミングの目標
進角量θｔｒｇが小さく設定された高油温時用マップを参照してバルブタイミングの変更
を行うようにしているため、こうした不都合の発生も好適に抑制することができる。
【００５４】
　尚、上記第１の実施形態は、これを適宜変更した以下の形態にて実施することもできる
。
　・上述したバルブタイミング変更処理（ステップＳ１００～ステップＳ１３０）におい
て、作動油の油温ＴＨＯを推定するステップＳ１００の処理に先立って、機関回転速度Ｎ
Ｅに基づいてバルブタイミング変更機構３０の供給油圧が不足する状態か否かを判定する
処理を加え、機関回転速度ＮＥが低回転域にあり且つ作動油の油温ＴＨＯが相対的に高い
ときに演算用マップを通常の目標進角量演算マップから高油温時用マップに切り替える構
成としてもよい。
【００５５】
　具体的には、図７に示されるようにバルブタイミング変更処理に際して、はじめにステ
ップＳ５０において、機関回転速度ＮＥが基準回転速度ＮＥｓｔよりも小さいか否かが判
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定される。尚、基準回転速度ＮＥｓｔは、作動油の油温ＴＨＯが高くなり粘性が低下して
いる場合であっても十分に油圧を確保することのできる機関回転速度として、オイルポン
プ４０の吐出能力等を考慮して予め行われた実験等の結果に基づいて設定されている。
【００５６】
　ステップＳ５０において、機関回転速度ＮＥが基準回転速度ＮＥｓｔ以上である旨判定
された場合（ステップＳ５０：ＮＯ）、即ち作動油の油温ＴＨＯが高いときであっても供
給油圧を十分に確保することのできる状態である旨判定された場合には、ステップＳ１０
０及びステップＳ１１０の処理をスキップしてステップＳ１２０へと進み、上記第１の実
施形態と同様にステップＳ１２０及びステップＳ１３０を通じて目標進角量θｔｒｇが算
出され、バルブタイミング変更機構３０が駆動される。
【００５７】
　一方、ステップＳ５０において、機関回転速度ＮＥが基準回転速度ＮＥｓｔより小さい
旨判定された場合（ステップＳ５０：ＹＥＳ）、即ち機関回転速度ＮＥが低いため作動油
の油温ＴＨＯが高いときには供給油圧が不足する旨判定された場合には、ステップＳ１０
０へと進み、上記第１の実施形態と同様にステップＳ１００～ステップＳ１３０を通じて
、油温ＴＨＯに基づいて目標進角量θｔｒｇを算出する際の演算マップを切り替ながらバ
ルブタイミング変更機構３０が駆動される。
【００５８】
　こうした構成によれば、機関回転速度ＮＥが低回転域にあり且つ作動油の油温ＴＨＯが
相対的に高いため、バルブタイミング変更機構３０の作動に十分な油圧が確保できない場
合には、目標進角量θｔｒｇを設定する際の演算用マップが通常の目標進角量演算マップ
から高油温時用マップに切り替えられる。従って、上記第１の実施形態と同様に、供給油
圧が不足する場合には、バルブタイミング変更機構３０を駆動してバルブタイミングを変
更する際の変更量が制限されるようになり、不十分な作動油の油圧に基づいてバルブタイ
ミング変更機構３０を駆動することに起因するハンチング等、バルブタイミングを制御す
る際の制御不安定化を抑制することができるようになる。
【００５９】
　また、この構成にあっては、ステップＳ５０を通じて機関回転速度ＮＥが基準回転速度
ＮＥｓｔよりも小さい旨判定され且つステップＳ１１０を通じて油温ＴＨＯが基準油温Ｔ
ＨＯｓｔより高い旨判定されたときにのみ、演算用マップを高油温時用マップに切り替え
る。そのため、高油温時用マップは図６の一点鎖線で囲まれた部分Ａのように低回転域に
おける目標進角量θｔｒｇが算出できるものであればよい。そのため、演算マップを記憶
するための記憶容量を小さくすることができるようになる。
（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態について、図８及び図９を参照して説明する。第１の実施形態で
は、作動油の油温ＴＨＯが高い場合には、低回転域におけるバルブタイミングの変更量が
小さくなるように目標進角量θｔｒｇが設定された高油温時用マップに切り替えることに
より、供給油圧が不足した状態におけるバルブタイミングの変更を抑制する構成を採用し
た。これに対して本実施形態では、バルブタイミング変更機構３０の目標進角量θｔｒｇ
に対して作動油の油温ＴＨＯに基づいて進角量ガード値θｇｒｄを設定することにより、
バルブタイミングの変更量を制限するようにしている。
【００６０】
　以下、第１の実施形態と共通する点については説明を省略し、両実施形態の相違点、特
にバルブタイミング変更処理の流れを中心に説明する。
　図８は、この実施形態におけるバルブタイミング変更処理の流れを示すフローチャート
である。この処理は、第１の実施形態と同様に機関運転中に電子制御装置５０の制御部５
１により繰り返し実行される。
【００６１】
　この一連の処理が開始されると、図８に示されるように、まず、ステップＳ２００にお
いて、油温ＴＨＯが推定される。油温ＴＨＯの推定は、上記第１の実施形態におけるステ
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ップＳ１００と同様に電子制御装置５０の記憶部５２に記憶された図４に示される演算用
のマップを参照して行われる。
【００６２】
　次に、ステップＳ２１０において、ガード値演算用マップを参照して進角量ガード値θ
ｇｒｄが算出される。ガード値演算用マップは、図９に示されるように機関回転速度ＮＥ
が低いほど、また作動油の油温ＴＨＯが高いほど進角量ガード値θｇｒｄが小さくなるよ
うに設定されている。尚、このガード値演算用マップも他の演算用マップと同様、電子制
御装置５０の記憶部５２に記憶されている。
【００６３】
　そして、このガード値演算用マップを参照することにより、例えばエンジン１０の各摺
動部位からの作動油の漏出量が比較的少ない油温ＴＨＯが１１０℃以下の場合には、機関
回転速度ＮＥがＮ１，Ｎ２，Ｎ３（Ｎ１＜Ｎ２＜Ｎ３）のいずれの場合であっても進角量
ガード値θｇｒｄがバルブタイミング変更機構３０の最大進角量である「４０°ＣＡ」に
設定される。即ちこの場合、進角量の制限は実質的には行われない。
【００６４】
　一方、油温ＴＨＯが１１０℃より高く、１２０℃以下の場合には、機関回転速度がＮ１
のときに進角量ガード値θｇｒｄが「３０°ＣＡ」に、機関回転速度ＮＥがＮ２のときに
「３５°ＣＡ」に設定される。また、油温ＴＨＯが１２０℃より高く、１３０℃以下の場
合には、機関回転速度ＮＥがＮ１，Ｎ２のときに進角量ガード値θｇｒｄが「１５°ＣＡ
」に設定される。そして、油温ＴＨＯが１３０℃より高い場合には、機関回転速度ＮＥが
Ｎ１，Ｎ２のときには進角量ガード値θｇｒｄが「０°ＣＡ」に設定される。
【００６５】
　尚、油温ＴＨＯが１１０℃より高い状態であっても、機関回転速度ＮＥが高い（機関回
転速度ＮＥ＞Ｎ３）ときには、オイルポンプ４０から吐出される作動油の量が多くバルブ
タイミング変更機構３０の作動に必要な供給油圧が十分に確保されるようになるため、進
角量ガード値θｇｒｄは「４０°ＣＡ」に設定される。
【００６６】
　このようにして進角量ガード値θｇｒｄが算出されると、ステップＳ２２０へと進み、
上記第１の実施形態と同様に図５に示される目標進角量演算マップを参照して目標進角量
θｔｒｇが算出される。
【００６７】
　そして、ステップ２３０において、目標進角量θｔｒｇが進角量ガード値θｇｒｄより
も大きいか否かが判定される。ステップＳ２３０において目標進角量θｔｒｇが進角量ガ
ード値θｇｒｄよりも大きい旨判定された場合には（ステップＳ２３０：ＹＥＳ）、ステ
ップＳ２４０へと進み、この算出された目標進角量θｔｒｇが進角量ガード値θｇｒｄを
上限として再設定される。一方、ステップ２３０において目標進角量θｔｒｇが進角量ガ
ード値θｇｒｄ以下である旨判定された場合には（ステップＳ２３０：ＮＯ）、ステップ
Ｓ２４０をスキップして、ステップＳ２５０へと進む。このようにステップＳ２２０～Ｓ
２４０を通じて目標進角量θｔｒｇが設定されると、ステップＳ２５０において、実際の
進角量θを目標進角量θｔｒｇと一致させるようにバルブタイミング変更機構３０が駆動
される。
【００６８】
　ステップＳ２５０を通じてバルブタイミング変更機構３０が駆動され実際の進角量θと
目標進角量θｔｒｇとの偏差が所定量以下になるとこの処理は一旦終了される。
　上記一連の処理（ステップＳ２００～ステップＳ２５０）が所定の周期で繰り返される
ことにより、吸気バルブのバルブタイミングが変更されることとなる。
【００６９】
　上記第２の実施形態によれば、第１の実施形態において記載した（２）及び（３）の効
果と併せて以下の効果を得ることができる。
　（４）進角量ガード値θｇｒｄが設定され、機関回転速度ＮＥが低回転域にあり且つ作
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動油の油温ＴＨＯが高いときに目標進角量θｔｒｇが制限されるため、バルブタイミング
の変更量が制限される。そのため、不十分な作動油の油圧に基づいてバルブタイミング変
更機構３０を駆動することに起因するバルブタイミングのハンチング等、バルブタイミン
グを制御する際の制御不安定化を抑制することができるようになる。
【００７０】
　（５）また、油温ＴＨＯが高いときほど進角量ガード値θｇｒｄが小さな値に設定され
るため、作動油の粘性が低下して作動油が供給される各部位における漏出量、換言すれば
、バルブタイミング変更機構３０における作動油油圧の不足度合に即した態様をもって目
標進角量θｔｒｇを設定することができる。このため、バルブタイミングを制御する際の
制御不安定化を一層好適に抑制することができるようになる。
【００７１】
　（６）更に、機関回転速度ＮＥが低いときほど、進角量ガード値θｇｒｄが小さな値に
設定されるため、オイルポンプ４０から吐出される作動油の量、換言すれば、バルブタイ
ミング変更機構３０における作動油油圧の不足度合に即した態様をもって目標進角量θｔ
ｒｇを設定することができる。このため、バルブタイミングを制御する際の制御不安定化
を一層好適に抑制することができるようになる。
【００７２】
　尚、上記第２の実施形態は、これを適宜変更した以下の形態にて実施することもできる
。
　・機関回転速度ＮＥと作動油の油温ＴＨＯとに基づいて進角量ガード値θｇｒｄを設定
し、同進角量ガード値θｇｒｄを機関回転速度ＮＥが低いときほど、また作動油の油温Ｔ
ＨＯが高いときほど小さな値に設定する構成を示したが、この発明はこうした構成に限定
されるものではない。即ち、機関回転速度ＮＥが低回転域にあり且つ作動油の油温ＴＨＯ
が高いときにバルブタイミングの変更量を制限することができる構成であればよい。例え
ば機関回転速度ＮＥが一定の回転速度未満の場合には、作動油の油温ＴＨＯが高いほど進
角量ガード値θｇｒｄが小さく設定される構成や、作動油の油温ＴＨＯが一定の油温以上
の場合には、機関回転速度ＮＥが低いほど進角量ガード値θｇｒｄが小さく設定するとい
った構成を採用することもできる。
【００７３】
　尚、上記第１及び第２の実施形態は、これを適宜変更した以下の形態にて実施すること
もできる。
　・上記実施形態では、水温センサ６０によって検出された機関冷却水温ＴＨＷ及びエア
フロメータ６２によって検出された吸入空気量ＧＡの直近の所定期間における積算値ΣＧ
Ａに基づいて作動油の油温ＴＨＯを推定する構成を示した。これに対して、吸入空気量Ｇ
Ａの積算値ΣＧＡに替えて、燃料噴射量の積算値等、吸入空気量ＧＡの積算値ΣＧＡと高
い相関を有して変化する機関制御量を利用して油温ＴＨＯを算出する構成としてもよい。
【００７４】
　・また、油温検出手段として、図１に破線で示されるように油温ＴＨＯを直接検出する
油温センサ６３を設けてもよい。
　・上記実施形態では、この発明を吸気バルブのバルブタイミングを変更するバルブタイ
ミング変更機構３０の制御装置として具体化した例を示したが、この発明はこうした構成
に限定されるものではない。即ち、吸気側及び排気側の双方にバルブタイミング変更機構
を設け、吸気バルブ及び排気バルブのバルブタイミングをそれぞれ変更する構成や、排気
側にバルブタイミング変更機構を設け、排気バルブのバルブタイミングのみを変更する構
成にあっても、この発明を適用することができる。
【００７５】
　・また、吸気側及び排気側の双方にバルブタイミング変更機構を設けた内燃機関にこの
発明を適用する場合にあっては、吸気側及び排気側のバルブタイミング変更機構のうち一
方の作動量を制限することにより、他方を駆動するための油圧を確保することができるよ
うになる。そのため、一方の駆動を優先させるべく、その変更量の制限態様に差を設ける



(15) JP 4656052 B2 2011.3.23

10

20

30

40

構成や、吸気側及び排気側のうち一方のバルブタイミング変更機構における変更量を制限
するといった構成を採用することもできる。
【００７６】
　また、吸気側と排気側のバルブタイミング変更機構における変更量の制限態様に差を設
ける構成を採用する場合には、機関出力等に与える影響の大きな吸気側のバルブタイミン
グ変更機構を優先的に作動させるべく、排気側のバルブタイミング変更機構における変更
量が吸気側よりも大きく制限される制限態様に設定することが望ましい。
【００７７】
　・また、上記実施形態では、機関バルブのバルブ特性値を変更する変更機構の一例とし
て、バルブタイミングを機関運転状態に応じて適切なタイミングに変更するバルブタイミ
ング変更機構３０を示した。これに対して、この発明にかかる内燃機関のバルブ特性制御
装置の対象とする変更機構は、こうした構成に限られるものではなく、機関駆動式のオイ
ルポンプから供給される作動油の供給油圧を利用してバルブ特性を変更する変更機構であ
ればよい。即ち、同変更機構は、閉弁時期、開弁時期、開弁期間、最大リフト量、吸気バ
ルブ及び排気バルブの各開弁期間のオーバラップ量といった個々のパラメータ、或いは閉
弁時期及び開弁時期、開弁期間及び最大リフト量等々、これらパラメータを組み合わせた
ものを変更するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】この発明の第１実施形態にかかる制御装置を搭載した車両の概略構成を示す模式
図。
【図２】同実施形態にかかるバルブタイミング変更機構の一部断面斜視図。
【図３】同実施形態にかかるバルブタイミング制御についてその処理手順を示すフローチ
ャート。
【図４】吸入空気量の積算値及び機関冷却水温と油温との関係を示すグラフ。
【図５】目標進角量演算マップにおける機関回転速度及び負荷率と吸気バルブの目標進角
量との関係を示すグラフ。
【図６】高油温時用マップにおける機関回転速度及び負荷率と吸気バルブの目標進角量と
の関係を示すグラフ。
【図７】同実施形態の変更例としてのバルブタイミング制御についてその処理手順を示す
フローチャート。
【図８】第２の実施形態にかかるバルブタイミング制御についてその処理手順を示すフロ
ーチャート。
【図９】ガード値演算用マップにおける機関回転速度及び作動油の油温と進角量ガード値
との関係を示すグラフ。
【図１０】従来のバルブタイミング変更機構の構成を示す断面図。
【符号の説明】
【００７９】
１０…エンジン、１１…出力軸、１２…吸気カムシャフト、１２ａ…吸気カム、１３…タ
イミングベルト、２０…無段変速機、２１…ディファレンシャルギア、２２Ｌ，２２Ｒ…
車輪、３０…バルブタイミング変更機構、３１…プーリ、３２…ロータ、３２ａ…ベーン
、３３…ハウジング、３３ａ…凹部、３４…進角用油圧室、３５…遅角用油圧室、４０…
オイルポンプ、４１…オイルパン、４２…オイルコントロールバルブ、５０…電子制御装
置、５１…制御部、５２…記憶部、６０…水温センサ、６１…クランクポジションセンサ
、６２…エアフロメータ。
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